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Ⅰ 令和５年度 健全化判断比率報告書 

                       

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94 号）第３条第１項の規定により、令和４年度決算に基づく健全化判断

比率について、次のとおり報告する。 

 

 

                                                         （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

本県の健全化判断比率 ― ― 9.9 170.9 

※ 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「―」を記載   

早期健全化基準 （3.75） （8.75） （25.0） （400.0） 

財政再生基準 （5.00） （15.00） （35.0）  
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Ⅱ 令和５年度 資金不足比率報告書 

 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 22 条第１項の規定により、令和４年度決算に基づく公営企業

の資金不足比率について、次のとおり報告する。 

 

                                                   （単位：％） 

公 営 企 業 会 計 名 資金不足比率 

香川県立病院事業会計 ― 

香川県流域下水道事業会計 ― 

臨海工業地帯造成事業特別会計 ― 

番の州地区臨海工業用土地造成事業特別会計 ― 

内陸工業団地造成事業特別会計 ― 

       ※ 資金不足額がないため「―」を記載 

       ※ 経営健全化基準は 20.0％ 
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Ⅰ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要 

 

 １ 目的 

    地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生

並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措

置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資する。 

 

 ２ 早期健全化基準及び財政再生基準等 

健全化判断比率 内      容 早期健全化基準 財政再生基準 

①実質赤字比率 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 3.75％  5.00％ 

②連結実質赤字比率 
全会計を対象とした実質赤字又は資金の不足額の標準財政規模に対する

比率 
8.75％ 15.00％ 

③実質公債費比率 

（３か年平均） 

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対

する比率 
 25.0％ 35.0％ 

④将来負担比率 
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会

計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 
400.0％     ― 

 

資金不足比率 

（公営企業ごと） 

内      容 経営健全化基準 

公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率 20.0％ 

 

 ３ 健全化判断比率等の公表 

    地方公共団体の長は、毎年度、前年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を監査委員の審査に付し、その意見を

付けて議会に報告し、公表 

参 考 
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 ４ 財政の早期健全化 

    ２①～④の健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合 

    ・ 財政健全化計画を作成し、議会の議決を経て、速やかに公表するとともに、総務大臣に報告 等 

  

５ 財政の再生 

    ２①～③の健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合 

    ・ 財政再生計画を作成し、議会の議決を経て、速やかに公表 

    ・ 財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を得ていなければ、起債を制限 等 

  

６ 公営企業の経営の健全化 

    公営企業ごとに算出した資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、経営健全化計画を作成 等 

 

 

 

Ⅱ 健全化判断比率等の算定 

 

 １ 実質赤字比率  なし（実質赤字は生じていない）                                （単位：億円） 

 内                 容 3 年度決算 4 年度決算 増 減 

分

子 

実質赤字額 ①＋② 

 ①一般会計における実質赤字額 

 ②一般会計等に係る特別会計における実質赤字額 

  ・母子父子寡婦福祉資金、中小企業高度化資金 など 11 特別会計 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

分

母 

標準財政規模 

（税収・普通地方交付税など標準的な一般財源の規模。臨時財政対策債発行可能額を含む。） 
2,757 2,684 △73 
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 ２ 連結実質赤字比率  なし（全会計とも黒字又は資金不足なし）                         （単位：億円） 

 内                 容 3 年度決算 4 年度決算 増 減 

分

子 

連結実質赤字額 ①＋②＋③ 

 ①一般会計等における実質赤字額 

 ②公営企業会計以外の公営事業に係る特別会計における実質赤字額   

・駐車場事業、国民健康保険事業 

 ③公営企業会計における資金不足額 

 （法適用企業）県立病院事業、流域下水道事業 

 （法非適用企業）臨海工業地帯造成事業、番の州地区臨海工業用土地造成事業、内陸工業団

地造成事業 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

 

 

分

母 
標準財政規模 2,757 2,684 △73 

 

 ３ 実質公債費比率（３か年平均）  ９．９％ （前年度９．５％）              （単位：億円） 

  元年度決算 2 年度決算 3 年度決算 4 年度決算 

分

子 

元利償還金等 ①＋②－（③＋④） 

①元利償還金 

②準元利償還金 

③特定財源 

④基準財政需要額算入額 

203 

622 

15 

24 

410 

216 

599 

18 

4 

397 

226 

601 

14 

4 

385 

242 

604 

16 

4 

374 

分

母 

標準財政規模 ⑤－④ 

  ⑤標準財政規模 

  ④基準財政需要額算入額 

2,176 

2,586 

410 

2,220 

2,617 

397 

2,372 

2,757 

385 

2,310 

2,684 

374 

 
分子/分母（％） 9.3 9.7 9.5 10.5 

※端数整理の関係から数値が一致しないことがある。 
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 ４ 将来負担比率  １７０．９％ （前年度１７４．５％）                            （単位：億円） 

 内      容 3 年度決算 4 年度決算 増 減 

分

子 

将来負担すべき実質的負債 ①－② 4,141 3,948 △193 

①将来負担額 9,587 9,284 △303 

 ○一般会計等の地方債現在高 

   ・一般会計分 8,142 ・一般会計等に係る特別会計分 104 
8,515 8,246 △269 

 ○債務負担行為に基づく支出予定額 

  【債務負担行為として予算に定めている支出額のうち、適債性があるもので、履行が完了し、

支出額が確定しているもの】 

   ・地方公務員共済組合からの借入金に対する償還金（坂出警察署留置場整備）0.4 

3 0 △3 

 ○公営企業債に充てる一般会計等からの繰入見込額 

  【宅地造成事業】 

    地方債現在高－（未売出土地収入見込額＋売出土地収入見込額等） 

  【上記以外の事業】 

    地方債元金残高×元金償還金に対する準元金償還金の割合（3か年平均） 

 

  《法適用企業》 ・県立病院事業 104 ・流域下水道事業 23 

  《法非適用企業》 ・駐車場事業 2 ・国民健康保険事業 0 ・臨海工業地帯造成事業 24  

・番の州地区臨海工業用土地造成事業 0   

・内陸工業団地造成事業 0  

158 153 △5 

 ○組合及び地方開発事業団の地方債に充てる一般会計等からの繰入見込額 － － － 

○退職手当支給予定額のうち一般会計等負担見込額 

  【一般会計等において退職手当を負担すべき職員が、令和 4 年度末に自己都合退職したもの

として、支給総額を算定】 

   ・一般職に属する職員 884.6  ・特別職に属する職員 0.0 

911 885 △26 
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分

子 

 ○設立法人の負債額に対する一般会計等負担見込額 

  【3セク等の損失補償付債務】0.1 

   ・(公財)香川県農地機構 0.0 ・香川県信用保証協会 0.1 

0 0 0 

 ○連結実質赤字額 － － － 

 ○組合及び地方開発事業団の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額 － － － 

②充当可能財源等 5,446 5,336 △110 

 ○充当可能基金 

  ・県債管理基金 297 ・財政調整基金 171 ・産業基盤造成基金 87 

・吉野川総合開発香川用水事業基金 50 ・長期投資準備基金 43   等 

   ※法律又は政令の規定等により、地方債の償還に充当することができない基金は対象外 

584 694 110 

 ○充当可能特定歳入見込額 

  【地方債を財源とする貸付金の償還金等】104 

   ・中小企業高度化資金貸付金 102 ・母子父子寡婦福祉資金貸付金 2 等 

  【地方債の償還金に充当する公営住宅の賃貸料】30 

138 134 △4 

 ○基準財政需要額算入見込額 

  【基準財政需要額のうち、地方債現在高に係るもの】 
4,724 4,508 △216 

分

母 

標準財政規模 ③－④ 2,372 2,310 △62 

 ③標準財政規模 2,757 2,684 △73 

 ④当該年度基準財政需要額算入額 

  【当該年度分の基準財政需要額のうち、元利償還金・準元利償還金に係るもの】 
385 374 △11 

※端数整理の関係から数値が一致しないことがある。 
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 ５ 公営企業の資金不足比率 

                                                  

分

子 

資金の不足額 

（法適用企業）流動負債等－流動資産等 

（法非適用企業）歳出額等－歳入額等－土地収入見込額 

分

母 

事業の規模 

（法適用企業）営業収益の額－受託工事収益の額 

（法非適用企業）営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

※宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、資本及び負債の合計額 

 

 

                                        

 


